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大津市病院事業財務規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成24年８月15日  

大津市長  越    直  美 

大津市規則第102号 

  大津市病院事業財務規則の一部を改正する規則 

大津市病院事業財務規則（平成９年規則第60号）の一部を次のように改正する。 

第79条に次の２号を加える。 

⑺ 入院患者給食業務 

⑻ 院内保育所運営業務 

第80条を次のように改める。 

（契約の期間） 

第80条 前条第１号、第２号、第７号及び第８号に掲げる役務の提供を受ける契約に係る履行期間にあっては５

年を、同条第３号から第６号までに掲げる役務の提供を受ける契約に係る履行期間にあっては３年を超えるこ

とができない。   

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

大津市告示第173号 

 公印の印影を縮小したものを印刷したので、大津市公印規則（昭和48年規則第51号）第９条第４項の規定によ

り、次のとおり告示する。      

  平成24年８月15日 

大津市長  越    直  美 

  

規 則 

告 示 

 

市 章 
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職印 

公印の名称 公印番号 管 守 者     縮小した寸法 縮小したものを印刷した文書の名称 

滋賀県大津市長之印 １ 健康長寿課長 方15ミリメートル 国民健康保険支給決定通知書 

 

 

大津市告示第174号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき指定医療機関として新たに指定したもの及び指定医療機

関のうち廃止の届出があったものについて、同法第55条の２の規定により次のとおり告示する。 

  平成24年８月15日 

大津市長  越    直  美 

１ 新たに指定したもの 

名  称 所 在 地 申 請 者 
指定の 

種 別 
指定年月日 

桂田医院 大津市長等三丁目１番33号 桂田 哲 医科 平成24年６月１日 

２ 廃止の届出があったもの 

名  称 所 在 地 届 出 者 
指定の 

種 別 
廃止年月日 

桂田医院 大津市長等三丁目１番33号 桂田 瑞穂 医科 平成24年５月31日 

 

 

大津市告示第175号  

生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき医療扶助のための施術を担当する施術者として新たに指

定したものについて、同法第55条の２の規定により次のとおり告示する。 

  平成24年８月15日 

大津市長  越    直  美 

施術者氏名 施 術 者 住 所 施術所名称 施 術 所 所 在 地 
施術の 

種 別 
指定年月日 

藤原 清登 大津市弥生町５番８号 ふじわら整骨院 
大津市南志賀一丁目７

番27号 

柔道 

整復 

平成24年 

７月２日 

 

 

大津市告示第176号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として、次の者を指定した。 

  平成24年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

アクティバ琵琶

デイサービスセ

ンター 

大津市雄琴六丁

目11番８号 

株式会社ユニマット

そよ風 

 代表取締役 渡邊 

信義 

東京都港区南青

山２－12－14ユ

ニマット青山ビ

ル 

通所介護 平成24年 

７月１日 

2570103354 

アクティバ琵琶

ショートステイ

センター 

大津市雄琴六丁

目11番８号 

株式会社ユニマット

そよ風 

 代表取締役 渡邊 

信義 

東京都港区南青

山２－12－14ユ

ニマット青山ビ

ル 

短期入所

生活介護 

平成24年 

７月１日 

2570103354 

アクティバ琵琶 大津市雄琴六丁

目17番17号 

株式会社ユニマット

そよ風 

 代表取締役 渡邊 

信義 

東京都港区南青

山２－12－14ユ

ニマット青山ビ

ル 

特定施設

入居者生

活介護 

平成24年 

７月１日 

2570103354 
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訪問介護ハート

ランド南志賀 

大津市南志賀三

丁目21番２号 

株式会社川商 

 代表取締役 川畑 

佳子 

大阪市中央区上

汐一丁目４番６

号冨士ビル３階 

訪問介護 平成24年 

８月１日 

2570103396 

合同会社らいと

はうす 

大津市里六丁目

23番12号 

合同会社らいとはう

す 

 代表社員 岩城 

直子 

大津市里六丁目

23番12号 

 

訪問介護 平成24年

８月１日 

2570103388 

さくら・介護ス

テーション近江 

大津市一里山五

丁目21番38号第

44長栄ロイヤル

コーポ瀬田102

号室 

有限会社クエスト 

 代表取締役 澤田 

 淳 

滋賀県甲賀市水

口町虫生野中央 

25 

訪問介護 平成24年

８月１日 

2570103404 

 

 

大津市告示第177号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として指定した次の者から､事業

の廃止の届出があった。 

  平成24年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び

代 表 者 の 氏 名 

主 た る 事 務

所 の 所 在 地 

サ ー ビ ス 

の 種 類 

介 護 保 険 

事業所番号 

廃 止 

年月日 

社会福祉法人真

盛園訪問介護事

業所「和顔」 

大津市坂本四丁

目12番32号 

社会福祉法人真盛園 

理事長 川合 歳

明 

大津市坂本五

丁目13番１号 

訪問介護 2570101952 平成24年 

６月30日 

 

ぽぷら介護大津

南センター 

大津市松原町12

番13号キッパー

ズビル２－Ｃ 

株式会社日本エルダ

リーケアサービス 

 代表取締役 森 

薫 

東京都港区芝

公園三丁目４

番30号32芝公

園ビル７階 

訪問介護 2570101671 平成24年 

７月31日 

 

ゆりデイサービ

ス大津 

大津市国分一丁

目４番１号 

株式会社l’oiseau 

bleu 

 代表取締役 西原 

崇浩 

奈良市法華寺

町１番地の５

奈良バイパス

ビル２階 

通所介護 2570103297 平成24年 

８月31日 

 

 

大津市告示第178号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の指定居宅介護支援事業者として、次の者を指定した。 

  平成24年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

アクティバ琵琶

居宅介護支援セ

ンター 

大津市雄琴六丁

目11番８号 

株式会社ユニマット

そよ風 

 代表取締役 渡邊 

信義 

東京都港区南青

山２－12－14ユ

ニマット青山ビ

ル 

居宅介護

支援 

平成24年 

７月１日 

2570103354 

居宅介護支援事

業所ライフケア

なごみ 

大津市中央二丁

目３番26号小堀

マンションＤ－

２ 

特定非営利活動法人

ライフケアなごみ 

 理事長 南部 守 

重 

大津市中央二丁

目３番26号小堀

マンションＤ－

２ 

居宅介護

支援 

平成24年

８月１日 

2570100988 

ほんわかケアプ

ラン中西 

大津市穴太二丁

目19番１号レイ

クハイツⅡ203 

合同会社和輝 

 代表社員 中西 

輝数 

大津市穴太二丁

目19番１号レイ

クハイツⅡ203 

居宅介護

支援 

平成24年

８月１日 

2570103362 
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大津市告示第179号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の指定介護予防サービス事業者として、次の者を指定した。 

  平成24年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所

の 所 在 地 

サービス

の 種 類 

指 定 

年月日 

介 護 保 険 

事業所番号 

アクティバ琵琶

デイサービスセ

ンター 

大津市雄琴六丁

目11番８号 

株式会社ユニマット

そよ風 

 代表取締役 渡邊 

信義 

東京都港区南青

山２－12－14ユ

ニマット青山ビ

ル 

介護予防

通所介護 

平成24年 

７月１日 

2570103354 

アクティバ琵琶

ショートステイ

センター 

大津市雄琴六丁

目11番８号 

株式会社ユニマット

そよ風 

 代表取締役 渡邊 

信義 

東京都港区南青

山２－12－14ユ

ニマット青山ビ

ル 

介護予防

短期入所

生活介護 

平成24年 

７月１日 

2570103354 

アクティバ琵琶 大津市雄琴六丁

目17番17号 

株式会社ユニマット

そよ風 

 代表取締役 渡邊 

信義 

東京都港区南青

山２－12－14ユ

ニマット青山ビ

ル 

介護予防

特定施設

入居者生

活介護 

平成24年 

７月１日 

2570103354 

訪問介護ハート

ランド南志賀 

大津市南志賀三

丁目21番２号 

株式会社川商 

 代表取締役 川畑 

佳子 

大阪市中央区上

汐一丁目４番６

号冨士ビル３階 

介護予防

訪問介護 

平成24年 

８月１日 

2570103396 

合同会社らいと

はうす 

大津市里六丁目

23番12号 

合同会社らいとはう

す 

 代表社員 岩城 

直子 

大津市里六丁目

23番12号 

介護予防

訪問介護 

平成24年

８月１日 

2570103388 

さくら・介護ス

テーション近江 

大津市一里山五

丁目21番38号第

44長栄ロイヤル

コーポ瀬田102

号室 

有限会社クエスト 

 代表取締役 澤田 

 淳 

滋賀県甲賀市水

口町虫生野中央 

25 

 

介護予防

訪問介護 

平成24年

８月１日 

2570103404 

 

 

大津市告示第180号  

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項の指定介護予防サービス事業者として指定した次の者から､

事業の廃止の届出があった。 

  平成24年８月15日 

大津市長  越    直  美 

事業所の名称 
事 業 所 の 

所 在 地 

申請者の名称及び

代 表 者 の 氏 名 

主 た る 事 務

所 の 所 在 地 

サ ー ビ ス 

の 種 類 

介 護 保 険 

事業所番号 

廃 止 

年月日 

社会福祉法人真

盛園訪問介護事

業所「和顔」 

大津市坂本四丁

目12番32号 

社会福祉法人真盛園 

理事長 川合 歳

明 

大津市坂本五

丁目13番１号 

介護予防訪

問介護 

2570101952 平成24年 

６月30日 

ぽぷら介護大津

南センター 

大津市松原町12

番13号キッパー

ズビル２－Ｃ 

株式会社日本エルダ

リーケアサービス 

 代表取締役 森 

薫 

東京都港区芝

公園三丁目４

番30号32芝公

園ビル７階 

介護予防訪

問介護 

2570101671 平成24年 

７月31日 

ゆりデイサービ

ス大津 

大津市国分一丁

目４番１号 

株式会社l’oiseau 

bleu 

 代表取締役 西原 

 崇浩 

奈良市法華寺

町１番地の５

奈良バイパス

ビル２階 

介護予防通

所介護 

2570103297 平成24年 

８月31日 
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都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告  

 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成24年８月２日 

大津市長  越    直  美 

検 査 済 証 
開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 

交付年月日 番 号 

草津市野路一丁目４番20号 

 大和ハウス工業株式会社滋賀

支店 

  支店長 吉岡 伸忠 

開発区域 

大津市鏡が浜字浅田27番２、

同番３、28番１、29番３、同

番４、同番５、30番、31番

１、32番１、同番３、同番

４、34番１、同番２及び同番

３並びに同町字下浅田36番

２、同番３、37番、38番１、

同番２、39番、40番、43番

４、45番１、46番１及び47番

１並びに柳川二丁目字下鷺田

269番１及び270番１ 

開発行為に関する工事の区域 

大津市柳川二丁目字下鷺田

269番５の一部及び272番４の

一部並びに上記地先大津市道 

開発区域 

17,854.83㎡ 

開発行為に関す

る工事の区域 

321.16㎡ 

平成24年 

７月31日 

第1057号 

（平成24年８月２日掲示済） 

 

 

建築基準法第42条第１項第４号の規定に基づく道路の指定公告 

次の道路を建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第４号による道路として指定した。 

平成24年８月７日 

大津市長  越    直  美 

指定する道路の名称 指定する区間 
延 長 

（メートル） 

幅 員 

（メートル） 

起点 大津市馬場二丁目字日尾263番１ 都市計画道路３．４．12号 

馬場大江線 
終点 大津市馬場二丁目259番11 

46.0 
最小 44.0 

最大105.0 

（平成24年８月７日掲示済） 

大津市消防局訓令第５号 

大津市消防艇運用規程（昭和48年消防本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

  平成24年８月15日 

大津市消防局長  新  宮    裕 

 第２条第１号及び第２号を次のように改める。 

⑴ 隊長 

⑵ 船長 

 第２条第４号を次のように改める。 

⑷ 隊員 

第３条の見出し中「指揮者・艇長」を「隊長・船長」に改め、同条第１項中「指揮者」を「隊長」に、「大津

公 告 

消 防 局 訓 令 
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水上出張所長」を「中消防署大津水上出張所長」に、「もつてあて」を「もって充て」に改め、同条第２項中

「艇長および」を「船長及び」に、「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に、「消防長」を「消

防局長」に改める。 

第５条中「沿岸陸上火災に」を削る。 

第６条中「大津水上出張所」を「中消防署大津水上出張所」に、「次の」を「別に定める様式による次に掲げ

る」に改め、同条第３号を削り、同条第２号中「（様式第１号）」を削り、同号を同条第３号とし、同条第１号

の次に次の１号を加える。 

⑵ 勤務日誌 

第６条第４号中「（様式第３号）」を削り、同条第５号中「（様式第４号）」を削り、同条第６号を削り、同

条第７号中「（様式第６号）」を削り、同号を同条第６号とし、同条第８号中「（様式第７号）」を削り、同号

を同条第７号とする。 

第７条（見出しを含む。）中「および」を「及び」に改め、同条第１号中「別表に定める大津市消防本部の管

轄水域」を「琵琶湖水域（大津市域内に限り、入江等を含む。）及び瀬田川水域（瀬田川洗堰以北に限る。）」

に改め、同条第２号中「の水域」を「の琵琶湖水域（入江等を含む。）」に、「消防長」を「消防局長」に改め、

「、出動を命じ」を削る。 

第８条各号を次のように改める。 

⑴ 火災出動 

⑵ 救助出動 

⑶ 救急出動 

⑷ その他の出動 

第９条第１項中「は握」を「把握」に、「うえでなければ」を「上で行わなければ」に改め、同条第２項中

「または」を「又は」に、「消防長」を「消防局長」に改める。 

第10条（見出しを含む。）中「および」を「又は」に、「各号の１」を「各号のいずれか」に、「消防長」を

「消防局長」に改め、同条第１号中「または」を「又は」に改め、同条第２号中「または」を「又は」に、「関

連して人に死傷を」を「関連する事故により死傷者が」に改め、同条第３号中「または」を「又は」に改める。 

第11条の見出し中「指揮者等」を「隊長等」に改め、同条中「指揮者」を「隊長」に、「艇長」を「船長」に

改める。 

第12条第９号中「荒天時の」を削る。 

別表を削る。 

様式第１号から様式第７号までを削る。 

  附 則 

この訓令は、平成24年８月15日から施行する。 

大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 

  平成24年８月15日 

 大津市教育委員会 

                         委員長  岡  田  隆  彦 

大津市教育委員会規則第15号 

大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

大津市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例（平成24年条例第41号）の施行期日は、平

成24年９月３日とする。 

 

 

大津市立図書館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を公布する。 

  平成24年８月15日 

 大津市教育委員会 

                         委員長  岡  田  隆  彦 

大津市教育委員会規則第16号 

大津市立図書館条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

大津市立図書館条例の一部を改正する条例（平成24年条例第40号）の施行期日は、平成24年８月23日とする。 

 

教 育 委 員 会 規 則 
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平成24年７月１日付け号外第38号５ページ中 

「  

地 上 権 設 定 土 地 ２，８７１．１３ 

賃 借 権 設 定 土 地 ９９３．２１ 

賃 借 権 設 定 建 物 １，０７７．６２ 

 を 

                                                 」 

「  

地 上 権 設 定 土 地 ２，８７１．１３   に 

                                                 」 

改める。 

 

正 誤 


